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 札幌市土木設計業務共通仕様書 新旧対照表 

（新）令和 6 年 10 月版 （旧）令和 5 年 10 月版  

 
 

札幌市土木設計業務共通仕様書の改定について 
 

令和 7 年 10 月 単価使用の委託業務から適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～本仕様書を使用される皆様へ～ 

 

本仕様書は改訂する場合があります。改訂時には札幌市工事管理室 

ホームページ「工事管理室からのお知らせ」(下記アドレス参照）で 

改訂内容をご案内しますので、ご確認ください。 

 

http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/osirase/osirase.html 

 

 
 

札幌市土木設計業務共通仕様書の改定について 
 

令和 6 年 10 月 単価使用の委託業務から適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～本仕様書を使用される皆様へ～ 

 

本仕様書は改訂する場合があります。改訂時には札幌市工事管理室 

ホームページ「工事管理室からのお知らせ」(下記アドレス参照）で 

改訂内容をご案内しますので、ご確認ください。 

 

http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/osirase/osirase.html 
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札幌市土木設計業務共通仕様書 新旧対照表 

（新）令和７年 10 月版 （旧）令和 6 年 10 月版 備考 

第２章 道路部門 

２－７ 設計に当たって使用する図書 

1. 道路事業の設計にあっては、「道路事業設計要領」（北海道建設部土木局道路課 

令和６年１２月発行）によるものとする。  

2. 街路事業の設計にあっては、「都市整備事業実務要領」（北海道建設部まちづく

り局都市計画課都市環境課 平成 28 年４月発行）によるものとする。  

3. 第１項及び第 2 項に示す図書が改訂されている場合は、その適用について担当

職員と協議するものとする。 

 

第２章 道路部門 

２－７ 設計に当たって使用する図書 

1. 道路事業の設計にあっては、「道路事業設計要領」（北海道建設部土木局道路課 

令和２年４月発行）によるものとする。  

2. 街路事業の設計にあっては、「都市整備事業実務要領」（北海道建設部まちづく

り局都市計画課都市環境課 平成 28 年４月発行）によるものとする。  

3. 第１項及び第 2 項に示す図書が改訂されている場合は、その適用について担当

職員と協議するものとする。 

 

 

 

諸基準類との整合 

 

 

 


